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(57)【要約】
【課題】運転者の生体情報に基づいて危険情報を得られ
るようにする。
【解決手段】危険情報作成システム（11）は、複数の車
両（20）のそれぞれに設けられて車両（20）の運転者（
D）の生体情報を取得する生体情報取得部（22）と、車
両（20）の位置情報を取得する位置情報取得部（23）と
、生体情報取得部（22）の生体情報と位置情報取得部（
23）の位置情報とに基づいて、運転者（D）の緊張が高
まった場所である危険位置を特定する危険位置特定部（
24）と、各車両（20）についての危険位置に基づいて一
般運転者の緊張が高まる可能性の高い場所の情報を含む
危険情報を作成する危険情報作成部（32）とを備えてい
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の車両（20）のそれぞれに設けられて該車両（20）の運転者（D）の生体情報を取
得する生体情報取得部（22）と、
　上記車両（20）の位置情報を取得する位置情報取得部（23）と、
　上記生体情報取得部（22）の生体情報と上記位置情報取得部（23）の位置情報とに基づ
いて、上記運転者（D）の緊張が高まった場所である危険位置を特定する危険位置特定部
（24）と、
　各上記車両（20）についての上記危険位置に基づいて一般運転者の緊張が高まる可能性
の高い場所の情報を含む危険情報を作成する危険情報作成部（32）とを備えている
ことを特徴とする危険情報作成システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記危険位置特定部（24）は、上記生体情報取得部（22）の生体情報の変化量が所定の
判定値を越えたときに上記運転者（D）の緊張が高まったと判定する緊張判定部（24a）を
有している
ことを特徴とする危険情報作成システム。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　上記位置情報取得部（23）および上記危険位置特定部（24）は、各上記車両（20）に設
けられ、
　上記危険情報作成部（32）は、各上記車両（20）と別体に設けられる一方、
　各上記車両（20）に設けられ、上記危険情報作成部（32）に向けて上記危険位置の情報
を送信する送信部（27）を備えている
ことを特徴とする危険情報作成システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　時期情報を取得する時期情報取得部（25）と、
　上記生体情報取得部（22）の生体情報と上記時期情報取得部（25）の時期情報とに基づ
いて、上記運転者（D）の緊張が高まった時期である危険時期を特定する危険時期特定部
（26）とをさらに備え、
　上記危険情報作成部（32）は、各上記車両（20）についての上記危険位置および上記危
険時期に基づいて上記一般運転者の緊張が高まる可能性の高い場所および時期の情報を含
む上記危険情報を作成する
ことを特徴とする危険情報作成システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の危険情報作成システム（11）と、
　上記危険情報作成システム（11）が作成した上記危険情報を利用者に配信する配信部（
33）とを備えている
ことを特徴とする危険情報提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、危険情報作成システムおよびこれを備えた危険情報提供システムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両の運転者に対して走行経路の案内をする上で、走行経路の快適度を考慮
することが知られている。例えば、特許文献１の経路探索装置では、目的地までの経路を
複数探索して、各経路について運転者に対応したコスト計算を行う。このコスト計算には
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、過去に運転者の生体異常を検出した際の環境情報（車両量、信号量、道路種別等）を蓄
積しておいたものが反映される。例えば、渋滞時に生体異常の検出頻度が高くなる運転者
に対して経路案内を行う場合には、渋滞している区間のコストを高くする。そして、算出
されたコストが低い経路を、快適度の高い経路として運転者に対して優先的に提示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２０５７６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、例えば見通しの悪い道や交通量の多い交差点等では、事故が起こる可能性が
高いため、運転者の緊張が高まる。このような事故が起こりやすい危険な場所等に関する
情報（以下、危険情報という）が予め分かっていれば、例えばそのような場所が走行経路
上にある場合に、運転者に注意を促したり迂回を促すことで事故の発生を未然に防止でき
る可能性がある。しかし、実際の運転者の生体情報（例えば、緊張度合い等）に基づいて
危険な場所を特定することは、これまで充分には行われていなかった。
【０００５】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、運転者の生体情報に基
づいて危険情報を得られるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、危険情報作成システム（11）を対象とする。そして、危険情報作成シス
テム（11）は、複数の車両（20）のそれぞれに設けられて該車両（20）の運転者（D）の
生体情報を取得する生体情報取得部（22）と、上記車両（20）の位置情報を取得する位置
情報取得部（23）と、上記生体情報取得部（22）の生体情報と上記位置情報取得部（23）
の位置情報とに基づいて、上記運転者（D）の緊張が高まった場所である危険位置を特定
する危険位置特定部（24）と、各上記車両（20）についての上記危険位置に基づいて一般
運転者の緊張が高まる可能性の高い場所の情報を含む危険情報を作成する危険情報作成部
（32）とを備えている。
【０００７】
　上記第１の発明では、危険位置特定部（24）は、車両（20）の運転者（D）の生体情報
と位置情報とに基づいて危険位置を特定する。この危険位置は、複数の車両（20）のそれ
ぞれについて特定される。そして、危険情報作成部（32）は、特定された危険位置の情報
に基づいて、一般運転者（生体情報取得部（22）を有する車両（20）に限らない全ての車
両の運転者）の緊張が高まる可能性の高い場所の情報を含む危険情報を作成する。このよ
うにして、運転者（D）の生体情報に基づいて危険情報が得られる。
【０００８】
　第２の発明は、上記第１の発明において、上記危険位置特定部（24）は、上記生体情報
取得部（22）の生体情報の変化量が所定の判定値を越えたときに上記運転者（D）の緊張
が高まったと判定する緊張判定部（24a）を有していることを特徴とする。
【０００９】
　上記第２の発明では、緊張判定部（24a）は、生体情報の変化量が判定値を越えたとき
に、運転者（D）の緊張が高まったと判定する。これにより、運転者（D）の緊張が高まっ
た場所である危険位置がより確実に特定される。
【００１０】
　第３の発明は、上記第１または第２の発明において、上記位置情報取得部（23）および
上記危険位置特定部（24）は、各上記車両（20）に設けられ、上記危険情報作成部（32）
は、各上記車両（20）と別体に設けられ、各上記車両（20）は、上記危険情報作成部（32
）に向けて上記危険位置の情報を送信する送信部（27）を有していることを特徴とする。
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【００１１】
　上記第３の発明では、各車両（20）において危険位置が特定され、当該危険位置の情報
が危険情報作成部（32）に向けて送信される。このため、例えば車両（20）の外部で集中
的に危険位置を特定する処理を行う場合に比べて、危険情報作成システム（11）全体の処
理負担が分散される。
【００１２】
　第４の発明は、上記第１～第３の発明のいずれか１つにおいて、時期情報を取得する時
期情報取得部（25）と、上記生体情報取得部（22）の生体情報と上記時期情報取得部（25
）の時期情報とに基づいて、上記運転者（D）の緊張が高まった時期である危険時期を特
定する危険時期特定部（26）とをさらに備え、上記危険情報作成部（32）は、各上記車両
（20）についての上記危険位置および上記危険時期に基づいて上記一般運転者の緊張が高
まる可能性の高い場所および時期の情報を含む上記危険情報を作成することを特徴とする
。
【００１３】
　上記第４の発明では、危険位置の情報のみでなく危険時期の情報も危険情報に反映され
る。このため、危険位置の情報のみを反映する場合よりも詳細な危険情報を作成すること
ができる。
【００１４】
　第５の発明は、危険情報提供システム（10）を対象とする。そして、危険情報提供シス
テム（10）は、上記第１～第４の発明のいずれか１つに係る危険情報作成システム（11）
と、上記危険情報作成システム（11）が作成した上記危険情報を利用者に配信する配信部
（33）とを備えている。
【００１５】
　上記第５の発明では、危険情報が利用者に配信される。このため、上記の優れた危険情
報を利用者に提供することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、車両（20）の運転者（D）の生体情報に基づいて危険情報を得ること
ができる。
【００１７】
　また、上記第２の発明によれば、運転者（D）の緊張が高まった場所である危険位置を
より確実に特定することができる。
【００１８】
　また、上記第３の発明によれば、例えば車両（20）の外部で集中的に危険位置を特定す
る処理を行う場合に比べて、危険情報作成システム（11）全体の処理負担を分散すること
ができる。
【００１９】
　また、上記第４の発明によれば、危険位置および危険時期の情報を危険情報に反映させ
ることにより、危険位置の情報のみを反映する場合よりも詳細な危険情報を作成すること
ができる。
【００２０】
　また、上記第５の発明によれば、危険情報を利用者に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、実施形態に係る危険情報提供システムの概略図である。
【図２】図２は、危険情報提供システムの構成を示す図である。
【図３】図３は、運転シートおよび生体情報取得部の構成を示す図である。
【図４】図４は、危険位置および危険時期の情報を取得する手順等を説明するためのフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、本質的
に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限すること
を意図するものではない。
【００２３】
　図１および図２は、実施形態に係る危険情報提供システム（10）の構成を示す図である
。危険情報提供システム（10）は、危険位置（複数の車両（20）のそれぞれの運転者（D
）の緊張が高まった場所）および危険時期（複数の車両（20）のそれぞれの運転者（D）
の緊張が高まった時期）の情報を取得して、それらに基づいて危険情報（一般運転者の緊
張が高まる可能性の高い場所および時期の情報）を作成および配信する。
【００２４】
　危険情報提供システム（10）の構成要素は、複数の車両（20）とデータ処理センタ（30
）とに分散して設けられている。なお、車両（20）には、自動車、自動二輪車、自転車等
の道路を通行する車両が含まれる。また、後述する生体情報取得部（22）、位置情報取得
部（23）、危険位置特定部（24）、時期情報取得部（25）、危険時期特定部（26）、送信
部（27）、中央受信部（31）、および危険情報作成部（32）は、危険情報作成システム（
11）を構成している。また、危険情報作成システム（11）および後述する配信部（33）は
、危険情報提供システム（10）を構成している。
【００２５】
　〈車両〉
　図２に示すように、複数の車両（20）のそれぞれには、生体情報取得部（22）と、位置
情報取得部（23）と、危険位置特定部（24）と、時期情報取得部（25）と、危険時期特定
部（26）と、送信部（27）と、受信部（28）と、表示部（29）とが設けられている。
【００２６】
　　［生体情報取得部］
　生体情報取得部（22）は、車両（20）の運転者（D）の生体情報を取得する。生体情報
には、例えば、心拍数、呼吸速度、および呼吸振幅が含まれる。生体情報取得部（22）は
、感圧チューブ（22a）と、センサユニット（22b）とを有している。
【００２７】
　感圧チューブ（22a）は、図３に示すように、各車両（20）の運転シート（21）の座面
部（21a）と背面部（21b）との表面部にそれぞれ１つずつ埋設されている。なお、感圧チ
ューブ（22a）は、運転シート（21）の座面部（21a）または背面部（21b）の表面に露出
していてもよい。感圧チューブ（22a）は、チューブ状に形成されていて、振動に伴う圧
力が作用して内圧が変化するように構成されている。具体的には、感圧チューブ（22a）
は、内径が約４ｍｍの樹脂製（例えば、塩化ビニル製）のチューブによって構成され、そ
の一端が封止部（図示せず）によって閉塞され、その他端がセンサユニット（22b）に接
続されている。このように構成することにより、振動に伴う圧力が感圧チューブ（22a）
に作用すると、感圧チューブ（22a）の内圧が変化する。この例では、運転シート（21）
に座っている運転者（D）の生体活動（例えば、心拍や呼吸等）に伴う振動が感圧チュー
ブ（22a）に伝達される。
【００２８】
　センサユニット（22b）は、感圧チューブ（22a）に接続されていて、感圧チューブ（22
a）の内圧変化を検出して、その内圧変化に応じたセンサ信号を生成する。センサユニッ
ト（22b）が生成したセンサ信号は、運転者（D）の生体情報として危険位置特定部（24）
および危険時期特定部（26）に送られる。
【００２９】
　　［位置情報取得部］
　位置情報取得部（23）は、車両（20）の位置情報（例えば、緯度および経度の情報）を
取得するものであって、例えばＧＰＳセンサにより構成されている。位置情報取得部（23
）が取得した位置情報は危険位置特定部（24）に送られる。
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【００３０】
　　［危険位置特定部］
　危険位置特定部（24）は、生体情報取得部（22）から送られた生体情報と位置情報取得
部（23）から送られた位置情報とに基づいて危険位置を特定する。危険位置特定部（24）
は、生体情報に基づいて運転者（D）の緊張が高まったか否かを判定する第１緊張判定部
（24a）を有している。危険位置特定部（24）は、第１緊張判定部（24a）が運転者の緊張
が高まったと判定したときに位置情報が示している位置を、危険位置として特定する。
【００３１】
　　［時期情報取得部］
　時期情報取得部（25）は、時期情報（例えば、現在の時刻、月日、季節等の情報）を取
得するものであって、例えば時計により構成されている。時期情報取得部（25）が取得し
た時期情報は危険時期特定部（26）に送られる。なお、時期情報取得部（25）は、ＧＰＳ
信号や携帯電話用の電波から時期情報を取得してもよい。
【００３２】
　　［危険時期特定部］
　危険時期特定部（26）は、生体情報取得部（22）から送られた生体情報と時期情報取得
部（25）から送られた時期情報とに基づいて危険時期を特定する。危険時期特定部（26）
は、生体情報に基づいて運転者（D）の緊張が高まったか否かを判定する第２緊張判定部
（26a）を有している。危険時期特定部（26）は、第２緊張判定部（26a）が運転者の緊張
が高まったと判定したときに時期情報が示している時期を、危険時期として特定する。
【００３３】
　　［送信部］
　送信部（27）は、危険位置および危険時期の情報をデータ処理センタ（30）に向けて（
危険情報作成部（32）に向けて）送信する。
【００３４】
　　［受信部］
　受信部（28）は、データ処理センタ（30）から配信された危険情報を受信する。
【００３５】
　　［表示部］
　表示部（29）は、受信部（28）が受信した危険情報を運転者（D）が視認できる態様で
表示するものであって、例えば液晶モニタにより構成されている。
【００３６】
　　－危険位置および危険時期の情報の取得および送信－
　図４を参照して、危険位置および危険時期の情報を取得し、それらの情報をデータ処理
センタ（30）に送信する手順について説明する。この手順では、図４に示すステップＳ１
～Ｓ７が繰り返し実行される。
【００３７】
　まず、ステップＳ１では、生体情報取得部（22）が、所定の生体情報取得時間（例えば
、１０～６０秒）に亘って、運転者（D）の現在の生体情報（心拍数、呼吸速度、および
呼吸振幅のデータ）を取得し続ける。取得した生体情報は、危険位置特定部（24）に随時
送られる。なお、生体情報取得時間の長さは、心拍数、呼吸速度、および呼吸振幅のデー
タのそれぞれに対応して個別に設定されていてもよい。
【００３８】
　ステップＳ２では、第１および第２緊張判定部（24a,26a）が、平均心拍数、平均呼吸
速度、および平均呼吸振幅の最新値を算出する。ここで、平均心拍数とは、生体情報取得
時間における心拍数の平均値であり、平均呼吸速度とは、生体情報取得時間における呼吸
速度の平均値であり、平均呼吸振幅とは、生体情報取得時間における呼吸振幅の平均値で
ある。
【００３９】
　ステップＳ３では、第１および第２緊張判定部（24a,26a）が、ステップＳ２で算出し
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た平均心拍数、平均呼吸速度、および平均呼吸振幅の最新値を、前回の平均心拍数、平均
呼吸速度、および平均呼吸振幅の値（すなわち、ステップＳ１～Ｓ７を繰り返し実行する
中で、前回のステップＳ２で算出した平均心拍数、平均呼吸速度、および平均呼吸振幅の
値）とそれぞれ比較する。
【００４０】
　ステップＳ４では、第１および第２緊張判定部（24a,26a）が、生体情報の平均値の変
化量が所定の判定値を越えたか否かを判定する。例えば、最新の平均心拍数から前回の平
均心拍数を減じた値（すなわち、平均心拍数の変化量）が所定の心拍判定値を上回るとい
う第１判定条件と、最新の平均呼吸速度から前回の平均呼吸速度を減じた値（すなわち、
平均呼吸速度の変化量）が所定の呼吸速度判定値を下回るという第２判定条件と、最新の
平均呼吸振幅から前回の平均呼吸振幅を減じた値（すなわち、平均呼吸振幅の変化量）が
所定の呼吸振幅判定値を上回るという第３判定条件との少なくとも１つが成立すると、第
１および第２緊張判定部（24a,26a）は、生体情報の平均値の変化量が所定の判定値を越
えたものと判定し、ステップＳ５へ進む。一方、第１～第３判定条件の全てが成立してい
ない場合は、第１および第２緊張判定部（24a,26a）は、生体情報の平均値の変化量が所
定の判定値を越えていないものと判定して、ステップＳ７へ進む。なお、例えば、第１～
第３判定条件のうち少なくとも２つが成立している場合にステップＳ５へ進むようにして
もよいし、第１～第３判定条件の全てが成立している場合にステップＳ５へ進むようにし
てもよい。
【００４１】
　ステップＳ５では、第１および第２緊張判定部（24a,26a）は、運転者（D）の緊張が高
まったと判定する。
【００４２】
　ステップＳ６では、危険位置特定部（24）が、現在の位置情報が示す場所を危険位置と
して特定すると共に、危険時期特定部（26）が、現在の時期情報が示す時期を危険時期と
して特定する。その後、送信部（27）が、危険位置および危険時期の情報をデータ処理セ
ンタ（30）へ送信する。そして、ステップＳ１へ戻る。なお、送信部（27）は、危険位置
および危険時期の情報を蓄積しておいて、その蓄積した情報をデータ処理センタ（30）へ
送信するように構成されていてもよい。
【００４３】
　ステップＳ７では、第１および第２緊張判定部（24a,26a）は、車両（20）の運転者（D
）の緊張が高まっていないと判定する。そして、ステップＳ１へ戻る。
【００４４】
　〈データ処理センタ〉
　データ処理センタ（30）は、複数の車両（20）から送信される危険位置および危険時期
の情報に基づいて危険情報を作成し、作成した危険情報を複数の車両（20）に配信する。
データ処理センタ（30）には、図２に示すように、中央受信部（31）と、危険情報作成部
（32）と、配信部（33）とが設けられている。つまり、危険情報作成部（32）は車両（20
）と別体に設けられている。
【００４５】
　　［中央受信部］
　中央受信部（31）は、複数の車両（20）から送信される危険位置および危険時期の情報
を受信する。中央受信部（31）が受信した危険位置および危険時期の情報は危険情報作成
部（32）に送られる。
【００４６】
　　［危険情報作成部］
　危険情報作成部（32）は、中央受信部（31）から送られた危険位置および危険時期の情
報に基づいて、危険情報を作成する。危険情報は、例えば、危険位置および危険時期の情
報を地図情報と関連づけたものである。例えば、危険情報作成部（32）は、危険位置の情
報が所定の判定期間内に所定の判定回数よりも多く送信されてきた場所および時期を地図
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情報に関連づける。このようにして作成される危険情報は、具体的に、例えば、Ａ地点は
午前６時から午前９時の間において危険であるという情報、Ｂ地点は土曜日と日曜日にお
いて危険であるという情報、Ｃ地点は冬の夜間において危険であるという情報等を地図情
報と関連づけたものである。
【００４７】
　　［配信部］
　配信部（33）は、危険情報を利用者に配信する。この例では、配信部（33）は、危険情
報を複数の車両（20）に随時配信するように構成されている。なお、配信部（33）は、危
険情報を複数の車両（20）に定期的に配信するように構成されていてもよいし、危険情報
を複数の車両（20）に不定期に配信するように構成されていてもよい。
【００４８】
　　－実施形態の効果－
　本実施形態の危険情報提供システム（10）では、危険位置特定部（24）は、車両（20）
の運転者（D）の生体情報と位置情報とに基づいて危険位置を特定する。また、危険時期
特定部（26）は、車両（20）の運転者の生体情報と時期情報とに基づいて危険時期を特定
する。これらの危険位置および危険時期の情報は、複数の車両（20）のそれぞれについて
特定され、データ処理センタ（30）に送信されて集められる。そして、データ処理センタ
（30）では、危険情報作成部（32）が、危険位置および危険時期の情報に基づいて、一般
運転者の緊張が高まる可能性の高い場所および時期の情報を含む危険情報を作成する。こ
のように、本実施形態の危険情報提供システム（10）では、運転者（D）の生体情報に基
づいて危険情報を得ることができる。また、危険位置および危険時期の情報に基づいて危
険情報を作成するので、危険位置の情報のみに基づいて危険情報を作成する場合に比べて
、より詳細な危険情報を作成することができる。
【００４９】
　また、配信部（33）によって危険情報が利用者に配信される。このため、優れた危険情
報を利用者に提供することができる。
【００５０】
　また、第１および第２緊張判定部（24a,26a）は、生体情報取得時間における生体情報
の平均値の変化量が所定の判定値を越えたときに、運転者（D）の緊張が高まったものと
判定する。これにより、運転者（D）の緊張が高まった場所である危険位置、および、運
転者（D）の緊張が高まった時期である危険時期をより確実に特定することができる。ま
た、生体情報の瞬間値の変化量ではなく、生体情報取得時間における生体情報の平均値の
変化量を基準としているので、当該判定にノイズ等の影響が及ぶのを抑制することができ
る。
【００５１】
　また、危険位置特定部（24）および危険時期特定部（26）は、それぞれの車両（20）に
設けられている。これにより、各車両（20）において危険位置および危険時期が特定され
、それらの情報がデータ処理センタ（30）に送信される。このため、例えば、データ処理
センタ（30）で集中的に危険位置および危険時期を特定する処理を行う場合に比べて、危
険情報提供システム（10）全体の処理負担を分散することができる。
【００５２】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【００５３】
　例えば、危険情報提供システム（10）は、時期情報取得部（25）および危険時期特定部
（26）を備えていなくてもよい。この場合、危険情報は、危険位置の情報のみに基づいて
作成される。
【００５４】
　また、例えば、危険情報作成部（32）は、ある場所において、そこを通った車両（20）
の運転者（D）の半数以上の緊張が高まった場合に、当該場所が危険であるという情報を
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地図情報と関連づけるように構成されていてもよい。この場合、例えば、車両（20）に設
けられた送信部（27）を、車両（20）の位置情報をデータ処理センタ（30）に随時送信す
るように構成する。これにより、危険位置および危険時期の情報が結合された位置情報と
、単なる位置情報とがデータ処理センタ（30）に集まる。そして、危険情報作成部（32）
は、集まった位置情報に基づいて、任意の場所を通った全ての車両（20）の数に対する運
転者（D）の緊張が高まった車両（20）の数の比率を算出し、その比率が所定の判定比率
（例えば、５０％）を上回った場合に、当該場所が危険であるという情報を地図情報と関
連づける。
【００５５】
　また、例えば、危険位置特定部（24）および危険時期特定部（26）は、車両（20）では
なくデータ処理センタ（30）に設けられていてもよい。この場合、送信部（27）は、生体
情報、位置情報、および時期情報をデータ処理センタ（30）に送信する。
【００５６】
　また、例えば、感圧チューブ（22a）は、運転シート（21）の座面部（21a）および背面
部（21b）のいずれか一方のみに設けられていてもよい。また、感圧チューブ（22a）の数
は、上記実施形態のものに限られない。
【００５７】
　また、例えば、第１および第２緊張判定部（24a,26a）は、生体情報の瞬間値の変化量
が所定の判定値を越えたときに、運転者（D）の緊張が高まったものと判定するように構
成されていてもよい。また、例えば、第１および第２緊張判定部（24a,26a）は、生体情
報の瞬間値のデータをローパスフィルタ処理したものの所定の判定時間における変化量が
所定の判定値を越えたときに、運転者（D）の緊張が高まったものと判定するように構成
されていてもよい。
【００５８】
　また、例えば、生体情報取得部（22）は、心拍数、呼吸速度、および呼吸振幅のデータ
のうちいずれか１つのみを取得するものであってもよいし、これらのデータのうち任意の
２つを取得するものであってもよい。
【００５９】
　また、例えば、危険情報作成部（32）は、危険位置および危険時期の情報のみでなく、
その他の情報を利用して危険情報を作成するように構成されていてもよい。その他の情報
としては、例えば、運転者（D）の覚醒度、年齢、性別の情報、運転者（D）の緊張が高ま
った際の走行車線や渋滞状況の情報、交通事故の情報、平日であるか休日であるかの情報
、天候の情報、および路面状況の情報等が挙げられる。
【００６０】
　また、例えば、配信部（33）は、生体情報取得部（22）を備えた車両（20）に限らない
全ての車両に危険情報を配信するように構成されていてもよいし、携帯情報端末に危険情
報を配信するように構成されていてもよい。
【００６１】
　また、上記実施形態では、感圧チューブ（22a）の一端を封止部で閉塞している。しか
しながら、この封止部を省略し、感圧チューブ（22a）の一端を開口させる構成としても
よい。この構成においても、センサユニット（22b）は、感圧チューブ（22a）の内圧変化
を検出して、その内圧変化に応じたセンサ信号を生成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上説明したように、本発明は、危険情報作成システムおよびこれを備えた危険情報提
供システムについて有用である。
【符号の説明】
【００６３】
　10　危険情報提供システム
　11　危険情報作成システム
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　20　車両
　22　生体情報取得部
　23　位置情報取得部
　24　危険位置特定部
　24a　第１緊張判定部（緊張判定部）
　25　時期情報取得部
　26　危険時期特定部
　27　送信部
　32　危険情報作成部
　33　配信部
　D　運転者

【図１】 【図２】
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